
防府市営住宅使用料の督促等事務処理要綱  

平成１１年４月１日制定  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市営住宅（市営改良住宅を含む）使用料、市営

住宅駐車場使用料及び損害金（以下「家賃等」という。）の納付の円

滑化を図るため、納期限までに家賃等を納付しない市営住宅の入居

名義人（以下「滞納者」という。）等に対して行う督促等の迅速な事

務処理に必要な事項を定めるものとする。  

（督促の実施） 

第２条 家賃等の滞納が発生した場合は、滞納者に対して納期限後２

０日以内に督促状（防府市財務規則（平成８年防府市規則第６号）

第４２号様式）を送付するものとする。 

（催告等） 

第３条 前条の規定による督促に応じない滞納者に対して、次の各号

に定める方法により納付を催告するものとする。  

⑴ 滞納家賃が２月以上ある者に対し、市営住宅家賃滞納整理表を

必要に応じ作成し、督促経過等を記録する。  

⑵ 納付期限を定めた催告書（第１号様式の２）を送付するととも

に、訪問又は電話により納付指導を行う。ただし、滞納者に連帯

保証人が選任されている場合は、催告書（第１号様式）を送付す

る。 

⑶ ⑵による納付期限を過ぎても納付しない滞納者に対し、最終催

告（第２号様式の２）を送付する。ただし、滞納者に連帯保証人

が選任されている場合は、最終催告（第２号様式）を送付すると

ともに連帯保証人に対し完納指導依頼書（第３号様式）を送付す

る。 

⑷ 前２号のただし書による催告等にもかかわらず、滞納者に納付

する見込みがないと判断したときは、必要に応じて連帯保証人に

対して連帯保証債務履行請求書（第４号様式）を送付する。  

⑸ 最終催告又は連帯保証債務履行請求書が滞納者等に到達しない



ときは調査し、訪問等による手渡し又は、差し置きするものとす

る。 

（納付誓約等） 

第４条 滞納者から滞納額を一括して直ちに納付することが困難であ

るとの申し出があったときは、必ず当該申出者から市営住宅家賃等

納付誓約書（滞納者用）（第５号様式）を提出させた上で、分割納入

を認めることができるものとする。  

なお、法的措置実施対象者で入居決定取消通知を受けた者から同

様の申し出があったときは、市営住宅家賃等納付誓約書（入居決定

取消通知者用）（第５号様式の２）を提出させた上で分割納入を認め

ることができるものとする。  

２ 市営住宅家賃等納付誓約書（第５号様式）を提出した者について、

家賃等納付計画の履行状況に不履行が生じた場合は、直ちに分納不

履行通知（第６号様式）を送付するものとし、市営住宅家賃等納付

誓約書（第５号様式の２）を提出した者については、分納不履行最

終通知（第８号様式）を送付するものとする。  

（家賃の減免等） 

第５条 防府市営住宅設置及び管理条例施行規則（平成９年規則第４

８号の２）第１３条に定める減免基準に該当すると見込まれる滞納

者に対しては、実態を把握した上で減免申請の提出を指導するもの

とする。 

２ 生活保護受給者については、納付指導及び委任払いを社会福祉事

務所長に依頼するものとする。 

（退去者に対する納付指導）  

第６条 市営住宅を退去し滞納のある者は、第３条及び第４条の規定

を準用する。 

（法的措置対象者の選定）  

第７条 第２条から第６条までの規定による督促等に応じず、次のい

ずれかに該当することとなった者で、法的措置によらなければ納付

が期待できない者を、法的措置対象者に選定するものとする。  



⑴ 滞納が６月以上ある者  

⑵ 滞納額が２０万円以上ある者  

⑶ 第４条第２項による分納不履行通知の送付対象者 

２ 前項の規定に該当する者で、次のいずれかに該当する者は、法的

措置対象者から除外することができる者とする。  

⑴ 納付誓約書を提出し、当該誓約書に従って納付を継続している

者 

⑵ 入居者又は同居者が疾病・事故等により、多額の出費を要して

いる者 

⑶ 入居者の主なる生計維持者の死亡により、極めて困窮している

者 

⑷ 入居者の高齢、疾病等のため、移動させることが困難と認めら

れる者 

⑸ その他、やむを得ない事情により、実施対象者とすることが不

適当と認められる者  

３ 前項の申出は、前項第一号に該当する場合を除き、裏付け資料を

添付した文書を市長に提出することにより行うものとする。  

４ 建築課長は、法的措置対象者を選定したときは、当該法的措置対

象者に係る家賃及び家賃滞納整理表等の督促経過記録を土木都市建

設部長に報告するものとする。  

（法的措置を構ずべき者の決定）  

第８条 前条の規定による法的措置対象者の中から、土木都市建設部

長が法的措置を講ずべき者（以下「実施対象者」という。）を決定す

るものとする。 

（適用する法的措置の種類）  

第９条 市営住宅に入居中の法的措置対象者に対しては、支払督促の

申立てて又は当該住宅の明渡し及び滞納使用料等支払請求訴訟を行

うものとする。 

ただし、訴えの提起をする前に滞納者から和解の申入れがあった

場合は、和解（即決和解）又は訴訟上の和解により対応することが



できるものとする。  

市営住宅を退去した法的措置対象者に対しては、必要に応じ管轄

の裁判所に支払督促の申立てを行うものとする。  

（法的措置の実施）  

第１０条 第８条の規定により実施対象者に決定した者のうち、住宅の

明渡し及び滞納使用料等支払請求訴訟を行う者に対し、直ちに入居

決定取消通知（第５号様式）を配達及び内容証明郵便により送付し、

当該通知書が到達した日の翌日から起算して一ヶ月経過した日の月

の末日をもって、当該住宅の明渡しを求めるものとする。  

（訴訟委任） 

第１１条 訴訟手続き等市長が必要と認めるものについては、弁護士に

委任できることとする。  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。  

２ この要綱は、平成２０年６月１０日から施行する。  

３ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

４ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

５ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

６ この要綱は、平成２７年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

７ 第７条第１項における法的措置対象者について、平成１９年度以

前の滞納者の中で、法的措置対象者の選定にかかる基準は次のとお

りとする。 

⑴ 滞納が１２月以上ある者  

⑵ 滞納額が３０万円以上ある者  

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

この要綱は、令和７年１月１日から施行する。  



第１号様式（第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

防府市長      ㊞ 

（建 築 課 住 宅 係 扱 い） 

 

催    告 

 

 あなたが滞納している市営住宅使用料につきましては、先に督促状で納付す

るようお願いしましたが、いまだに納付がありません。 

つきましては、滞納使用料全額を下記納付指定期限までに納めてください。 

期限内に納付がない場合は、あなたの入居に際しての連帯保証人へ請求する

ことになりますので、必ず納付してください。 

 

記 

   １ 滞納使用料 

 

   ２ 納付指定期限 

 

   ３ 納付場所 

   

  ◎滞納使用料の明細は、別紙滞納使用料一覧表でご確認ください。 

  ◎本書の到着前に納付されたときは、行き違いですのでご了承ください。 

 

＊ 納付に関する相談は、建築課住宅係までご連絡ください。 

（0835-25-2178 直通） 



第１号様式の２（第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

防府市長      ㊞ 

（建 築 課 住 宅 係 扱 い） 

 

催    告 

 

 あなたが滞納している市営住宅使用料につきましては、先に督促状で納付す

るようお願いしましたが、いまだに納付がありません。 

つきましては、滞納使用料全額を下記納付指定期限までに納めてください。 

 

 

 

記 

   １ 滞納使用料 

 

   ２ 納付指定期限 

 

   ３ 納付場所 

   

  ◎滞納使用料の明細は、別紙滞納使用料一覧表でご確認ください。 

  ◎本書の到着前に納付されたときは、行き違いですのでご了承ください。 

 

＊ 納付に関する相談は、建築課住宅係までご連絡ください。 

（0835-25-2178 直通）



第２号様式（第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

          様 

 

防府市長      ㊞ 

（建 築 課 住 宅 係 扱 い） 

 

最  終  催  告 

 

あなたは防府市長から入居決定を受けて賃借している 

   

の市営住宅の家賃を  年  月  日現在、次のとおり滞納しています。 

滞納家賃額             

この滞納家賃の未納については、これ以上放置できません。 

下記の納付指定期限までに全額を納付しない場合は、滞納家賃を連帯保証人

に請求し、当該住宅の入居決定を取消し、明渡しを請求します。 

なお、納付できない正当な理由があるときは、建築課まで申し出るとともに、

今後の納付について相談してください。 

記 

   １ 滞納使用料 

   ２ 納付指定期限 

   

  入居決定を取消されても住宅を明渡さない場合は、裁判所に明渡請求訴訟

を提起し、強制執行により、滞納家賃の納付と住宅の明渡しを求めます。 

 

＊ 本書の到着前に納付されたときは、行き違いですのでご了承ください。 

＊ 納付に関する相談は、建築課住宅係（0835-25-2178）までご連絡ください。 



第２号様式の２（第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

          様 

 

防府市長      ㊞ 

（建 築 課 住 宅 係 扱 い） 

 

最  終  催  告 

 

あなたは防府市長から入居決定を受けて賃借している 

   

の市営住宅の家賃を  年  月  日現在、次のとおり滞納しています。 

滞納家賃額             

この滞納家賃の未納については、これ以上放置できません。 

下記の納付指定期限までに全額を納付しない場合は、当該住宅の入居決定を

取消し、明渡しを請求します。 

なお、納付できない正当な理由があるときは、建築課まで申し出るとともに、

今後の納付について相談してください。 

記 

   １ 滞納使用料 

   ２ 納付指定期限 

   

  入居決定を取消されても住宅を明渡さない場合は、裁判所に明渡請求訴訟

を提起し、強制執行により、滞納家賃の納付と住宅の明渡しを求めます。 

 

＊ 本書の到着前に納付されたときは、行き違いですのでご了承ください。 

＊ 納付に関する相談は、建築課住宅係（0835-25-2178）までご連絡ください。



第３号様式（第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

防府市長      ㊞ 

 

完 納 指 導 依 頼 書 

 

 あなたが、連帯保証人になっている下記市営住宅入居者の滞納家賃については、催告にも

応じられず、大変困っております。 

このままですと、あなたに滞納家賃を請求することになりますので、早急に滞納家賃を 

完納するよう入居者にご指導をお願いします。 

 なお、詳細につきましては、建築課まで電話又はお越しいただければ説明します。 

 

記 

１ 入居者住所 

  市営住宅 

    氏  名 

 

 ２ 滞納月及び滞納額 

 

 

※上記金額は   年  月  日現在までの滞納家賃です。 

※本書が届く前に入居者が納付された場合は、行き違いですので、ご了承ください。 



 

    年   月   日 

 

             様 

                                        

防 府 市 長 

 

市 営 住 宅 滞 納 家 賃 等 の連 帯 保 証 債 務 履 行 について  

 

防 府 市 営    住 宅   棟      号 入 居 者           

の 家 賃 等 滞 納 に つ い て 、 完 納 す る よ う ご 指 導 を お 願 い し て お り

ま し た が 、 い ま だ に 納 付 が あ り ま せ ん 。  

 つ き ま し て は 、 連 帯 保 証 人 で あ る あ な た に 下 記 金 額 を 請 求 し

ま す の で 納 付 期 限 ま で に 、 納 入 し て く だ さ る よ う お 願 い い た し

ま す 。  

 な お 、 納 付 に 関 す る ご 相 談 に 応 じ ま す の で 、 電 話 又 は ご 来 庁

い た だ き ま す よ う 申 し 添 え ま す 。  

 

納 付 期 限      年   月   日  

 

 

年  度  

 

 月    別  

 

 

滞 納 額 （ 円 ）  

 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

合  計  
 

  

問 合 せ 先  防 府 市 土 木 都 市 建 築 部 建 築 課 住 宅 係  

T E L  ０ ８ ３ ５ － ２ ５ － ２ １ ７ ８

第４号様式（第３条関係）  



 

 

市営住宅家賃等納付誓約書  

（滞納者用）  

 私は、現在市営    住宅  棟   号の家賃等を       円滞  

納していることを承認し、今後は下記の家賃等納付計画により、誠実に滞納家  

賃等の清算に努めることを誓約します。  

 もし、下記の家賃等納付計画を履行できず催告にも応じなかった場合は、支  

払督促の申立て又は当該市営住宅の明渡請求に対し、何ら異議を申し立てませ  

ん。  

また、債権差押え命令の申立てに際し、給与支払報告書等に記載されている  

情報やその他必要事項について調査し、それを防府市長に報告されることにつ  

いて同意します。  

記  

家賃納付計画  

（１）滞納家賃等の納付  

  □ 定期に  年  月から毎月  日までに        円  

 （納付方法：納付書・その他               ）  

  □ 臨時に  年  月から毎年  月に       円   

   （納付方法：納付書・その他               ）  

 

（２）誓約以後の毎月の家賃等の納付  

   毎月納期限までに確実に納付します。（納付方法：口座振替・納付書）  

 

         年  月  日  

 

 （宛先）防 府 市 長         

 

            入居名義人氏名            

              （電話            ）  

勤務先            

               （電話            ）  

 

第 ５号 様 式 （ 第 ４ 条 関係 ）  



 

 

 
市営住宅家賃等納付誓約書 

（入居決定取消通知者用） 

 私は、現在市営    住宅  棟   号の家賃等を       円滞  

納していることを承認し、今後は下記の家賃等納付計画により、誠実に滞納家  

賃等の清算に努めることを誓約します。  

もし、下記の家賃等納付計画を履行できなかった場合は、事前に何ら通知を  

受けることなく、当該市営住宅を明渡し及び滞納家賃等の支払請求訴訟を提起  

されることを承認します。  

また、債権差押え命令の申立てに際し、給与支払報告書等に記載されている  

情報やその他必要事項について調査し、それを防府市長に報告されることにつ  

いて同意します。  

記  

家賃納付計画  

（１）滞納家賃等の納付  

  □ 定期に  年  月から毎月  日までに        円  

   （納付方法：納付書・その他              ）  

  □ 臨時に  年  月から毎年  月に       円   

 （納付方法：納付書・その他              ）  

 

（２）誓約以後の毎月の家賃等の納付  

   毎月納期限までに確実に納付します。（納付方法：口座振替・納付書）  

 

         年  月  日  

 

 （宛先）防 府 市 長         

            入居名義人氏名            

               （電話            ）  

勤務先            

               （電話            ）  

 

 

第 ５号 様 式 の ２ （ 第 ４条 関 係 ）  



 

                       

年  月  日  

 

市営    住宅   棟   号  

             様 

 

 

 

防府市土木都市建設部建築課  

 

 

分 納 不 履 行 通 知 

 

 あなたの市営住宅未納家賃等につきましては、すでに自主計画にも

とづき納付の約束をされましたが、未納になっております。  

 期限内に納入のない場合は、支払督促の申立て又は入居決定取消通

知を発行することになりますので至急納付くださるようお知らせし

ます。  

 

納付期限     年  月  日  

 

※本書発送と前後して納付済みの場合は行き違いとご了承くださ

い。 

 

 

 

問合せ先 防府市土木都市建設部建築課住宅係  

TEL ０８３５－２５－２１７８ 

  

第 ６号 様 式 （ 第 ４ 条 関係 ）  



 

 

第 ７ 号 様 式 （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

第       号  

     年  月  日  

市 営   住 宅  棟   号  

様  

          防 府 市 長   

 

入 居 決 定 取 消 通 知  

 

 あ な た は 、 後 記 の と お り 市 営 住 宅 家 賃 を

滞 納 し て い ま す 。 本 市 は 、 あ な た に 対 し 再 三

に わ た り 催 告 し ま し た が 、 い ま だ に 納 入 さ

れ て い ま せ ん 。  

 つ い て は 、 こ の 通 知 書 が 到 達 し た 日 の 翌

日 か ら 起 算 し て 、 １ ヶ 月 経 過 し た 日 の 月 の

末 日 ま で に 滞 納 家 賃 の 全 額 を 防 府 市 役 所 土

木 都 市 建 設 部 建 築 課 へ 納 入 し て く だ さ い 。  

 期 限 内 に 納 入 さ れ な い 場 合 は 、 再 度 通 知

す る こ と な く 前 記 期 限 の 満 了 と と も に 、 防

府 市 は 、 あ な た に 対 し て 、 後 記 の 住 宅 の 入 居

決 定 を 取 消 し 、 明 渡 し を 請 求 し ま す 。  

こ の 場 合 、 あ な た に は 、 速 や か に 市 営 住 宅

を 明 渡 し て い た だ き 、 滞 納 家 賃 及 び 明 渡 日

ま で の 使 用 料 相 当 額 の 損 害 賠 償 金 を 支 払 っ

て い た だ く こ と に な り ま す 。  



 あ な た が こ れ に 応 じ な い と き は 、 裁 判 所

へ 住 宅 の 明 渡 し 及 び 滞 納 家 賃 の 支 払 請 求 訴

訟 を 提 起 す る こ と に な り ま す 。  

 な お 、 滞 納 家 賃 の 納 入 に つ い て 申 立 て る

べ き 特 別 の 事 由 が あ る と き は 、 こ の 通 知 書

が 到 達 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 、 １ ０ 日

以 内 に 防 府 市 役 所 土 木 都 市 建 設 部 建 築 課 へ

来 庁 の 上 、 申 し 述 べ て 下 さ い 。  

記  

１ 市 営 住 宅 の 所 在 地  

 所 在 地  

  防 府 市  

 建 物 表 示  

 市 営     住 宅  棟   号  

２ 滞 納 家 賃 の 額  

 金      円  

（     年   月 分 か ら     年  

  月 分 ま で   月 分 ）  

 

  差 出 人  

   防 府 市 寿 町 ７ 番 １ 号  

     防 府 市 長   

 

  受 取 人  

 

 



 

 

                       年  月  日  

 

市営    住宅   棟   号  

             様 

 

 

 

防府市土木都市建設部建築課  

 

 

分 納 不 履 行 最 終 通 知 

 

 

 あなたの市営住宅未納家賃等につきましては、「入居決定取消通知」

後に自主計画にもとづき納付の約束をされましたが、現在これが果た

されておりません。  

 納付期限までに納入されない場合は、明渡訴訟を提起し強制執行に

より住宅の明渡しをしていただく準備に入ることを通知します。  

 

納付期限     年  月  日  

 

※本書発送と前後して納付済みの場合は行き違いとご了承くださ

い。 

 

 

 

問合せ先 防府市土木都市建設部建築課住宅係 

TEL ０８３５－２５－２１７８  

第 ８号 様 式 （ 第 ４ 条 関係 ）  


